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調査の目的 小・中・高等学校等における日本語指導が必要な児童生徒の学校での在籍状況、指導・進路状況など、日本語指導が必要な児童生徒を取り巻く実態を
把握し、今後の施策に活用する。 ※本調査は平成３年度から開始し、現在は隔年度に実施。

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」令和７年度調査結果（概要）

調査対象

主な調査結果

全都道府県、市町村教育委員会（特別区を含む。）【1,788】、 国立大学附属学校、 私立学校 調査時点 令和７年５月１日

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒の在籍人数は 過去最高の84,759人。
前回調査に比べ、日本語指導が必要な中学生の進学率は上昇し、高校生の中退率は減少。

※R5時点では1.9倍

（担当:総合教育政策局国際教育課）
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【1】 在籍状況

増加率
過去最大

●特別な配慮に基づく指導状況

●「特別の教育課程」による指導を受けている児童生徒の状況

※公立のみ

※（ ）は令和５年度。高等学校段階における「特別の教育課程」は令和５年度から制度導入。
※割合は、特別な配慮に基づく指導を受けている児童生徒数または特別な配慮に基づく指導を行っている学校数
によるもの。

【2】 日本語指導状況

日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校数 ※公立のみ

うち100人以上在籍する学校数うち５人以上在籍する学校数１人以上在籍する学校数

28 校4,329 校12,668 校 【39%】令和７年度

17 校3,438 校11,123 校 【34％】令和５年度

※ 【 】 は全数における割合。[令和７年度:32,122校／令和５年度:32,573校 (学校基本調査・公立学校数)]

※公立のみ ※調査時点:令和６年度末

【4】 支援者の配置状況 ※公立のみ

●日本語指導の支援者:8,706人
●母語支援員: 7,301人

※令和５年度: 7,837人
※令和５年度: 6,266人

※日本語指導が必要な
児童生徒が在籍する
地方公共団体数が
総数

※（ ）は令和５年度。
※特別な配慮に基づく指導とは、在籍学級や放課後を含む学校で何らかの日本語指導が行われていることを指す。
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「特別の教育課程」による
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外国籍・日本国籍の計 75,060
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特別な配慮に基づく指導を
受けている児童生徒

特別な配慮に基づく指導を
受けていない児童生徒

※公立学校での日本語指導における
ICT端末等の活用状況

【5】 ICTの活用状況

※国立:62人 私立: 3,224人



主な取組

現状と課題

基本的な考え方
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連携

連携

今後（イメージ）現状（イメージ）

登録日本語
教員等
の活用

※特に、初期の
日本語指導に

おける指導

教師の負担大

 外国人児童生徒等への日本語指導の質の向上と、学校現場の負担軽減の両立が必要。
 現行の「特別の教育課程」は、教師と日本語指導補助者のうち、教師が、主たる指導者として指導の中心を担っている。
 教師が教科指導に注力できるよう、「サバイバル日本語」等の初期の指導を、

登録日本語教員の活用で対応するべく、予算と制度の両面で強化。(併せて、プレクラスを抜本強化）
※「特別の教育課程」の一部について、登録日本語教員などの教員免許を有しない者が、教師の関与の下で指導できるような方策を検討（特別非常勤講師制度等の活用についても要検討）。
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外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策（令和８年１月２３日）の概要 ＜日本語教育関連＞

• 一部の外国人による、我が国の法やルールを逸脱する行為・制度の不適正利用について、国民が感じている不安や不公平感に対処する必要
• 入国前の日本語教育及び社会規範等の理解促進、法やルールを逸脱する行為に対する公正・厳正な対処、事実・実態を把握した上での制度適正化、正確かつ十分

な情報公開、関係機関間の情報共有・相互連携といった取組により、安全・安心な社会を実現
• その上で、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が安全・安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要

（3）
ア 来日前の日本語教育
〇 育成就労制度の開始に向け、現地における日本語教育カリキュラム・教材開発支援、日本語教師の育成等、海外の日本語教育活動を支援

イ 大人（労働者）に対する日本語教育
〇 育成就労制度における日本語講習モデルカリキュラムの開発・普及促進
〇 監理支援機関や育成就労実施者において認定日本語教育機関や登録日本語教員による日本語講習が円滑に行われるよう運用

ウ 大人（生活者）に対する日本語教育
〇 オンライン日本語学習教材の充実、地方公共団体による地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援の拡充
〇 地域日本語教育に関するガイドラインの作成等を検討

エ こどもに対する日本語教育
〇 「プレスクール（仮称）」（初期支援）の方策の検討、ICTや生成AIの活用も含めた指導内容・方法等のガイドラインの提示、日本語指導補助者等への支援の拡充、
  地方公共団体への財政支援等の拡充

オ 日本語教師の養成・研修及び社会的地位の向上
〇 我が国に在留する外国人（帯同家族を含む）が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するためのプログラムなど、留学生の受入れに限らない場での認定日本語教育機関

や登録日本語教員の活用方策の検討と登録日本語教員の処遇改善の推進

１ 日本語教育の充実（前掲）
４ ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
（１） 「乳幼児期」、「学齢期」を中心とした外国人に対する支援等

○ 外国人児童生徒の指導に必要な知識・技能を効率的に習得できる研修動画を『かすたねっと』等で配信・周知し、教員の資質向上を図る
（２） 「青壮年期」初期を中心とした外国人に対する支援等

○ 日本語指導の「特別の教育課程」を編成・実施している事例の周知・普及

二 第一に、既存のルールの遵守・各種制度の適正化について
・在留外国人（成人・子供）への日本語教育の充実

五 各閣僚におかれては、実施可能な施策は順次実施いただき、有識者会議における御議論も踏まえ、来年一月を目途に当会議で改訂予定の「総合的対応策」において、基本的な考え方や取組の方向性を
お示しできるよう、スピード感を持って検討を進めていただくよう、よろしくお願い申し上げます。

外国人との秩序ある共生社会の実現について（内閣総理大臣指示）（令和７年１１月４日）




